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斐伊川- 1 - 

 

第６次国有林野施業実施計画（斐伊川森林計画区）の変更について 

国有林野管理経営規程第 14 条第２項に基づき、国有林野施業実施計画の一部を次のように変更

します。 

【変更事由】 

治山計画の見直しを行ったことから、計画を変更します。 

【変更する内容】 

５  治山に関する事項 

 治山に関する事項として、次のとおり計画します。（地域管理経営計画の１の(5)）  

 (単位：保全施設 箇所、保安林の整備 ha)

 位 置(国有林・林班) 区  分 工 種 計 画 量 備 考 

 芦 原 10 

熊 野 1023 

イザナミ 1035 

大 志 戸 1056、1057 

保 全 施 設 渓  間  工 5 

 

 

 計   5  

 イザナミ 1033、1034 

三 谷 1050、1051 

猿 政 山 1053 

八 重 山 1060、1061 

保安林の整備 

 

本数調整伐 95.60  

 計   95.60  

  

 


